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険
者
は
、2
0
0
8（
平
成
20
）年
4
月

か
ら
、運
動
・
食
事
・
喫
煙
な
ど
に
関
す

る
不
適
切
な
生
活
習
慣
が
引
き
金
と
な
る
肥

満
・
脂
質
異
常
・
血
糖
高
値
・
血
圧
高
値
か
ら

起
こ
る
虚
血
性
心
疾
患
・
脳
血
管
疾
患
・
糖
尿

病
等
の
発
症
・
重
症
化
を
予
防
し
、医
療
費
を

適
正
化
す
る
た
め
、40
〜
74
歳
以
上
の
者
を

対
象
に
健
康
診
査
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
健
診
結
果
に
基
づ
い
て
生
活
習
慣
病
の

発
症
リ
ス
ク
が
高
く
、生
活
習
慣
の
改
善
に

よ
り
生
活
習
慣
病
の
予
防
効
果
が
多
く
期
待

で
き
る
者
に
対
し
て
は
、保
健
師
・
管
理
栄
養

士
等
の
専
門
家
に
よ
っ
て
生
活
習
慣
を
見
直

す
動
機
付
け
支
援
と
積
極
的
支
援
を
行
う
こ

と
と
さ
れ
た（
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指

導
）。

　

14
年
度
の
特
定
健
診
の
実
施
率（
目
標
70
％
）

は
全
保
険
者
平
均
で
約
50
％
で
あ
り
、ま
た
、

特
定
保
健
指
導
の
全
保
険
者
平
均
の
実
施
率

は
18
％
で
あ
っ
た
。目
標
の
45
％
を
上
回
る

優
良
な
保
険
者
も
あ
る
半
面
、健
保
組
合
の

3
割
は
実
施
率
が
5
％
未
満
で
あ
る
な
ど
、

保
険
者
間
の
差
が
大
き
い
実
態
に
あ
る
。

　

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
は
、18
年

度
〜
23
年
度
を
第
3
期
の
計
画
期
間
と
し
、

国
と
都
道
府
県
が
策
定
す
る
医
療
費
適
正
化

計
画
と
整
合
性
が
保
た
れ
る
よ
う
、全
保
険

者
平
均
で
特
定
健
診
実
施
率
70
％
以
上
、特

定
保
健
指
導
実
施
率
45
％
以
上
と
す
る
こ
と

が
当
面
の
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。

　

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
は
、健
康

の
保
持
・ 

向
上
や
医
療
費
適
正
化
等
の
観
点

か
ら
極
め
て
重
要
な
保
険
者
と
し
て
の
機
能

で
あ
り
責
務
で
あ
る
。健
保
組
合
は
、そ
の
先

導
的
役
割
か
ら
も
他
の
保
険
者
に
比
べ
て
よ

り
高
い
実
施
率
、す
な
わ
ち
、特
定
健
診
：
単

一
健
保
90
％
以
上
・
総
合
健
保
85
％
以
上
、特

定
保
健
指
導
：
単
一
健
保
55
％
以
上
・
総
合
健

保
30
％
以
上
、を
で
き
る
だ
け
早
期
に
達
成

す
る
こ
と
を
誓
い
合
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

健
保
組
合
は
、加
入
者
の
健
診
結
果
等
の

デ
ー
タ
の
継
続
的
な
把
握
に
よ
っ
て
効
果
的
・

効
率
的
な
資
源
投
入
に
よ
る
健
康
管
理
が
可

能
に
な
る
。ま
た
、国
は
、報
告
さ
れ
た
大
規

模
デ
ー
タ
の
活
用
に
よ
っ
て
国
民
の
健
康
状

態
の
把
握
や
特
定
保
健
指
導
の
効
果
の
検
証

が
可
能
と
な
り
、健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け

た
新
た
な
取
り
組
み
展
開
の
た
め
の
基
礎
デ
ー

タ
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

健
保
組
合
は
、特
定
健
診
と
レ
セ
プ
ト
の

デ
ー
タ
等
を
活
用
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
健
康

課
題
に
応
じ
た
保
健
事
業
計
画
の
策
定
や
実

施
内
容
の
評
価
の
事
業（
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
）が

始
ま
っ
て
お
り
、I
C
T
の
活
用
な
ど
現
場

で
の
効
率
化
の
工
夫
も
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、労
働
安
全
衛
生
に
お
け
る
産
業
医
・ 

産

業
保
健
師
と
の
連
携
、定
期
健
康
診
断
等
と

の
情
報
共
有
等
を
進
め
て
い
く
こ
と
も
大
事

で
あ
る
。さ
ら
に
、保
険
者
協
議
会
を
活
性
化

し
、保
険
者
間
の
デ
ー
タ
連
携
の
た
め
の
共

通
ル
ー
ル
の
整
備
、特
定
健
診
等
の
デ
ー
タ

の
保
険
者
間
の
連
携
を
推
進
す
る
こ
と
も
欠

か
せ
な
い
。

保

健
保
組
合
は
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
の

牽
引
車
で
あ
り
た
い
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